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第1章 基本理念 

 
 下水道は公衆衛生の向上と浸水の防除を目的として始まったが、近年はこれらに加え潤

いや安らぎのある水環境の回復、安全でおいしい飲み水への要請、さらには望ましい水循

環・水環境の創出に向けた取り組み等、その役割と国民からの要請は時代と共に拡大・変

遷してきた。 

さらに、下水道資源・施設の有効利用やヒートアイランド現象の緩和などの環境問題へ

の対応、東海地震や東南海・南海地震等に備えた下水道施設の耐震能力の強化などといっ

た新たな課題に対しても取り組んでいく必要性が高まってきている。 

中部地方の下水道の歴史は、名古屋市において明治 26 年に上下水道工事の調査を内務省

衛生局顧問のＷ.Ｋ.バルトン氏に委嘱したことに始まり、大正元年 11 月に供用開始が告示

され、その後約 100 年の歴史を経ている。 

一方で中部地方の下水道の普及率は、全国平均に比べて下回っており、整備の推進が待

たれている。また雨水対策についても、東海豪雨をはじめとして近年の多発する集中豪雨

などに起因する都市型水害への対策が急務となっている。 

 

 このような背景を考慮し、中部地方におけるこれからの下水道の整備・管理のあり方や

その目標を明確にするなど、下水道整備の基本方針を示すとともに、地域にわかりやすい

行政を目指すことを目的として、平成 16 年度に現行の「中部地方の下水道ビジョン」を策

定した。 

 

  現行ビジョン策定後、国土交通省下水道部において、地域の継続的な発展を支える 21

世紀型下水道の実現を目指し、平成 17 年 9 月『下水道ビジョン 2100』～下水道から「循

環のみち」への 100 年の計～を発表し、また、平成 19 年 6 月『下水道中期ビジョン』～「循

環のみち」の実現に向けた 10 年間の取り組み～を示している。 

  

このような状況において、中部地方整備局では今後の中部地方の下水道事業を効率的・

効果的に進める上で、上位計画である「下水道ビジョン 2100」、「下水道中期ビジョン」と

の整合性、「社会資本整備重点計画」や「広域地方計画」等における中部地方の将来像を踏

まえつつ、 

・ 中部地方におけるこれからの下水道の整備・管理のあり方 

・ 中長期的な視点から重点化すべき事項の抽出 

・ 下水道事業における５年後の姿 

を示すビジョンとして、中部地方 4県 3政令市の各自治体及び中部地方整備局が共同し、

専門家や住民の意向を尊重しながら「中部地方下水道中期ビジョン」を策定した。 

本ビジョンは、中部地方整備局が行う地方公共団体に対する下水道整備への支援及び策

定に参加した県、政令市において下水道行政の推進にあたっての基本的な考え方を示した

ものであり、平成２１年８月に策定後５年を経過した現在の目標達成状況をフォローアッ

プするとともに、社会背景の変化を踏まえ目標を更新したものである。 

また、今後、各市町村等が策定する「下水道中期ビジョン」の参考となることを期待す

る。 
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第2章 中部地方の下水道の現状と課題 

 
 

（2）新たに顕在化した水環境上の問題 

2.2 下水道を取り巻く社会的状況 

2.4 下水道行政が抱える課題 

2.1 地域特性 

（2）中部地方の社会特性 
  1) 下水道事業における先進的な取り組み 
  2) 産業集積地の集中と経済状況 

（1）中部地方の自然特性 
1) 変化に富んだ地形 
2) 閉鎖性水域に注ぐ水系 
3) 集中豪雨による浸水被害 
4) 懸念される大規模地震 

中部地方の下水道事業の 
課題 （整理） 

2.3  下水道をめぐる現状と課題

（1）下水道未普及率地域の解消 

（7）下水道施設の耐震化対策の促進 
 【現状】 処理場、ポンプ場及び管渠に関して、耐震診断を進めている状況であり、既存施設の耐震化はあまり進んでいない 
 【課題】 施設の重要度に応じた耐震性能の確保を図る等、段階的・計画的な地震対策が必要 

（1）汚水処理の普及 
 【現状】 下水道処理人口普及率、汚水処理人口普及率ともに全国平均を下回っており、特に人口30万人未満の自治体での下水道普及率が低い 
 【課題】 特に中小市町村での下水道の普及促進及び他の汚水処理事業と連携した汚水処理の推進 

（1）少子高齢化と過疎化の進行 

（4）財政的制約の強まり 

（3）世界的な資源・エネルギー問題、地球環境問題 

（2）下水道機能の質的課題 

5)資源・エネルギー対策 

 1)合流式下水道の改善の推進 

 2)高度処理の推進 

 3)都市域における浸水対策の強化 

 4)下水道の耐震対策の強化 

（3)下水道施設の適切な管理 

（1）地域住民との相互理解の向上 

（3）下水道技術者不足（技術の伝承） 

（2）地域住民との連携・協働の推進 

（10）下水道経営の健全化 
 【現状】 現状の使用料収入では汚水処理に係る費用（資本費・維持管理費）を賄う額を確保できず、他会計からの費用繰り入れにより事業の運営 
       がなされている 
 【課題】 下水道の経営健全化に向け、下水道管理者の積極的な取り組みが必要 

（9）下水道施設の老朽化対策 
 【現状】 管理すべき施設の増加だけでなく、長期間使用に伴う施設の老朽化が顕在化している 
 【課題】 下水道施設の維持管理、延命化及び改築更新を総合的にとらえ、ライフサイクルコストの最小化を促進するための方策の検討が必要 

（8）下水道資源の利活用の促進 
 【現状】 下水汚泥リサイクル率は高いが、エネルギーの利用や、処理場上部の利用はあまり進んでいない 
 【課題】 下水道が有する資源回収・再生・供給機能を積極的に活用することが必要 

（6）重点地域における雨水対策の促進 
 【現状】 下水道による都市浸水対策達成率が概ね50%にとどまっている 
 【課題】 下水道浸水被害軽減総合事業の計画未策定地区があり、早期の策定及び対策の実施が必要 

（5）水道水源地の水質保全 
 【現状】 水道水源地上流の下水処理人口普及率は、全国平均を下回っているが、高度処理人口普及率は全国平均を上回っている 
 【課題】 水道水源地においては、汚水処理の普及に加え、異臭味等の水質障害の解消等のため、積極的な高度処理の導入が重要である 

（2）合流式下水道の改善 
 【現状】 合流式下水道を採用している市町村は13市で、合流式下水道の改善率は全国平均を下回っている 
 【課題】 策定された「合流式下水道緊急改善計画」に基づき、着実な実施が必要 

（3）高度処理の計画的な導入 
 【現状】 高度処理人口普及率が全国平均を上回っており、比較的整備が進んでいる 
 【課題】 伊勢湾など重要水域へ窒素・リンの影響を考えると、更なる推進が必要 

（4）伊勢湾の水質改善 
 【現状】 伊勢湾では、富栄養化に伴う赤潮や青潮の発生が問題となっている。伊勢湾流域における下水道処理人口普及率、汚水処理人口普及率

は、中部平均は上回っているが、全国平均を下回っている 
 【課題】 伊勢湾の水質改善を進めるためには、下水処理場等の高度処理の推進が不可欠 
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中部地方の下水道の現状と課題（地域特性） 

2.1  地域特性 

 (1) 中部地方の自然特性 
1） 変化に富んだ地形 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2） 閉鎖性水域の伊勢湾に注ぐ水系 
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    図 2-1 中部地方 地形図             図 2-2 中部地方 水系区分 

中部地方は、北部には日本アルプスが連なり、中央部には広い沖積平野が広がる。また、海岸線は東部

の駿河湾や愛知・三重に囲まれた伊勢湾などの大きな湾や、三重県南部のリアス式海岸を有するなど、変

化に富んだ地形を有している。（図 2-1） 

○ 岐阜県は、飛騨山脈や木曽山脈等が走る山岳地帯となっており、濃尾平野の水源地域となっている。

○ 静岡県は、糸魚川－静岡構造線が南北に走り、起伏の大きい山地地域が多く、そこから太平洋に注ぐ

大きな川が流れ出し、その河口付近に平野部が形成されている。また、代表的な湖沼としては浜名湖、

佐鳴湖がある。 

○ 愛知県西部や岐阜県南部の地域には、伊勢湾に面した日本有数の低地地域である広大な濃尾平野が広

がり、大河川が複数流れている。 

○ 三重県南部は、太平洋に面し、海岸は複雑な形状を有しており、山地が海岸近くまで迫ってきている。

中部地方には、大小様々な河川が流れており、伊勢湾に注ぐ水系と太平洋に注ぐ水系とに大別される。

なお、岐阜県北部にある一部の河川は、日本海側に注いでいる。（図 2-2） 

○ 伊勢湾に注ぐ主な水系： 

木曽川水系、庄内川水系、矢作川水系、豊川水系、鈴鹿川水系、雲出川水系、櫛田川水系、宮川水系 

○ 太平洋の外海に注ぐ主な水系： 

天竜川水系、菊川水系、大井川水系、安倍川水系、富士川水系、狩野川水系、新宮川水系 

○ 日本海に注ぐ主な水系：神通川水系、庄川水系 

○ 大阪湾に注ぐ主な水系：淀川水系 
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中部地方の下水道の現状と課題（地域特性） 

3） 集中豪雨による浸水被害 

①多発する集中豪雨 

○ 近年、全国的に集中豪雨の発生回数の増加傾向がみられる。（図 2-3） 

○ 中部地方においても、近年都市部を中心に、集中豪雨が生じやすい傾向がみられる。 
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  図 2-3 全国の近年の集中豪雨発生回数 出典：国土交通省「国土交通白書 2012」 

②内水被害の状況 

○ 中部地方は平成 12 年の東海豪雨、平成 20 年 8 月末豪雨、平成 23 年台風 12 号等により甚大な被害

を受けており、国や県市町村では様々な対策、取り組みを実施している。（参考資料参照） 

○ 浸水被害は超過降雨に対する雨水管渠の流下能力不足、排水施設未整備に起因する内水氾濫による

ものが多い。 

 

4） 懸念される大規模地震 

       

中部地方は、東海地震、東南海・南海地震等の大規模地震の発生が懸念されており、沿岸部を中心

に東海地震の地震防災対策強化地域に、内陸部を含めた中部地域の広い範囲で東南海・南海地震の地

震防災対策推進地域に指定されている。（図 2-4、図 2-5） 

東海地震の地震防災対策強化地域

東南海・南海地震の地震防災対策推進地域

地震防災対策強化地域、地震防災対策推進地域

図 2-5 東南海・南海地震の地震防災対策推進地域 図 2-4 東海地震の地震防災対策強化地域 
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中部地方の下水道の現状と課題（地域特性） 

 
 (2) 中部地方の社会特性 
1） 下水道事業における先進的な取り組み 
 

○ 名古屋市では、昭和 5年に日本初の散気式活性汚泥法を採用した下水処理場（堀留・熱田下水処理場）

が稼動開始した。 

○ 岐阜市では、昭和 9年に当時としては画期的ともいえる分流式下水道に着手した。 

○ 中部地方では、国土交通省の「下水道未普及解消クイックプロジェクト」社会実験に、浜松市など 4

市がモデル市町として参加し、5つの先進技術に取り組んでいる。（H20.3 現在）（参考資料参照） 

○ 汚泥処理の技術に関し、愛知県では下水汚泥炭化燃料化施設が稼働し、岐阜市では焼却灰からのリン

回収施設が供用している。（参考資料参照） 

 
2） 産業集積地の集中と経済状況 
 

○ 中部地方は産業集積地であり、バブル崩壊後の全国的な経済の落ち込みの中でも比較的良好な状況

を保ってきた。（図 2-6） 

○ 産業集積地は財政的に安定しており、平成 24 年度の普通交付税不交付の市町数は、中部 4県で 17

市町村であり、愛知県は 14 市町と全国一多い。（参考資料参照） 

○ しかし、平成 20 年度から始まった世界的な景気後退を受け、法人からの税収入が大幅に減少するな

ど、今後、自治体における財政状況の悪化が懸念される。  
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図 2-6 中部地方の県別財政力指数 

資料：総務省「都道府県決算状況調書」最新版 H21 年度 
 

※  「財政力指数」 ：地方公共団体の経済力を示す指標で、行政運営に必要な経費（基準財政需要額）に対する収入財源（基準財

政収入額）の割合。「１以上：自力で財源を確保できる」「１未満：自力で確保できる財源が不足している」 

 

※「普通交付税制度」：地方自治体間の財源の不均衡を調整し、住民が標準的水準の行政サービスを受けられるように、国が徴収し

た税（所得税、法人税等）の一定割合を地方自治体に国が配分する制度。 
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道を取り巻く社会状況） 

2.2  下水道を取り巻く社会的状況 

 (1) 少子・高齢化と過疎化の進行 
 

○ 中部地方の人口は、平成 17 年（2005 年）頃をピークに緩やかに減少傾向に転じると予想されている。

（図 2-7） 

○ 中部地方における年齢別人口割合は、今後老齢人口割合が増加し、年少人口および生産年齢人口は減

少の一途をたどるものと推定される。（図 2-8） 

○ 中部地方の過疎市町村は、全体の約 23％(36/160 市町村)である。（参考資料参照）  
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図 2-7 中部地方の人口動態  

参考：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（H22.3.31 現在）総務省、および日本都道府県別将来推計人口 
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図 2-8 中部地方の将来年齢（3 区分）別人口割合（推計） 

参考：日本都道府県別将来推計人口（平成 19 年 5月推計） 国立社会保障・人口問題研究所 

 

 

 (2) 新たに顕在化した水環境上の問題 
 

○ これまでの下水道整備は都市化の進展に対応し、効率化の観点から、汚水を収集・処理し、雨水を

暗渠で排除することで、公衆衛生の向上、都市の健全な発達及び河川等における水質改善を図って

きた。 

○ 都市化の進展に伴う地表面の不浸透化、効率性を重視した下水道整備は、本来の地形や自然条件か

ら成り立つ水循環系とは異なる新しい人工的な水循環系を構築し、主に都市部では、水路の暗渠化

による身近な水辺空間の減少、市街化による不浸透化による湧水量の減少、水環境上の問題を顕在

化させている。  
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道を取り巻く社会状況） 

 (3) 世界的な資源・エネルギー問題、地球環境問題 
 

○ 世界的に省エネルギー、省資源による環境負荷の少ない社会の構築が重要な課題となっている。 

○ 我が国の平成 22 年度の温室効果ガス排出量は、京都議定書の規定による基準年の総排出量と比べる

と、0.3%の減少となっており、2012 年（平成 24 年度）の基準年比 6%減に向けて、大幅な削減が必

要となっている。（出典：環境省「2010 年度（平成 22 年度）の温室効果ガス排出量（確定値）＜概

要＞」、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「独立行政法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）の温室効果ガス排出量について（平成 22 年度確定値及び平成 23 年度暫定値）」）

○ エネルギー資源の残余年数は、石油が約 40 年、天然ガスが約 60 年と、逼迫や枯渇が懸念されてい

る。日本はエネルギー資源の大部分を外国からの輸入に頼っているため、エネルギー供給の不安定

要素を抱えている。 

○ エネルギー消費の増大は、大気中に大量の温室効果ガスを排出する結果を招き、地球温暖化による

多雨、渇水といった両極する気象が顕在化するなど、人類の生存基盤に関わる重大な影響を与えて

いる。  

 

 (4) 財政的制約の強まり 
 

○ 我が国の財政は、国、地方ともに依然として厳しい状況にある。 

○ 国においては、公共事業の大幅な削減が進められ、平成 22 年度予算は昭和 60 年以下の水準程度ま

で減少しており、地方公共団体においても、歳入減少に伴う歳出減少の傾向にある。（図 2-9）  
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H10 ピーク：33,114億円

H22  11,018億円

 
 

 

 

 
図 2-9 下水道事業予算の推移 

資料：国土交通省中部地方整備局 

中部地方（H23） 

国費：657 億円 

補助対象事業費：1,238 億円 

（注）１．平成 12 年度以前は、住宅宅地関連公共施設整備促進事業等を含む。 
   ２．平成 17 年度以降は、汚水処理施設整備交付金の実績額を含む。 
   ３．平成 22 年度は、地方公営企業年鑑（総務省）による実績額である。 
   ４．平成 23 年度は、国土交通省調べの実績額（速報値）である。 
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道整備の現状と課題） 

2.3  下水道整備の現状と課題 

 (1)  下水処理の普及 
●現状 

○ 下水道事業実施都市は 145 市町村（全自治体の約 90.6%）である。このうち、供用を開始している

のは 138 市町村であり、事業未着手の自治体が 7市町ある。（H24.3 現在）（参考資料参照） 

○ 下水道処理人口普及率（H23 年度末）は 66.2％であり、全国平均の 75.8％を約 10 ポイント下回っ

ている。（図 2-10） 

○ 汚水処理人口普及率（H23 年度末）は 82.6％であり、全国平均 87.6％を約 5ポイント下回ってい

る。（図 2-10） 

○ 特に人口規模の小さい自治体の（30 万人未満）下水道処理人口普及率は低く、全国平均と比べて

大きく下回っている。（参考資料参照）  
※ 汚水処理人口普及率は、下水道、農業集落排水施設等、浄化槽、コミュニティ・プラントの各汚水処理人口の普及状況を示した

ものである。 
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図 2-10 汚水処理施設整備の割合（平成 23 年度末） 

静岡県：静岡市、浜松市を含む、愛知県：名古屋市を含む 

資料：国土交通省中部地方整備局 

 

●課題 

下水道処理人口普及率が全国平均に比べ低い要因の一つとして、供用開始時期の遅れ等が考えられ、今

後は下水道の普及促進、特に 30 万人以下の中小市町村での下水道の普及促進及び、他の汚水処理事業と

連携した汚水処理の推進が必要である。 

 

×100（％） 

×100（％）
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道整備の現状と課題） 

 (2)  合流式下水道の改善 
●現状 

○ 古くから下水道の整備を開始した大都市においては、早期にかつ効率的に雨水と汚水を排除するため

合流式下水道を採用し、高度経済成長期の都市の発展に対応してきたが、近年の市街化の進展等によ

る雨水流出量の増大から、雨天時における未処理下水の河川等への流出により、公共用水域での水質

悪化、公衆衛生等の問題が生じている。 

○ 中部地方で合流式下水道を採用している市町村は 13 市で、伊東市（モニタリングの結果合流改善不

要）を除く 12 市において「合流式下水道緊急改善計画」が策定され、平成 25年度（名古屋市、豊橋

市は平成 35 年度）までに当面の目標を実施する計画である。 

○ 中部地方の合流式下水道の改善率（H23 年度末）は 28.2%で、全国平均を下回っている。（図 2-11） 
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図 2-11 合流式下水道改善率（平成 23 年度末） 

資料：国土交通省中部地方整備局 

 
 
●課題 

「合流式下水道緊急改善計画」に基づき、着実に改善対策を実施している。改善期限内に確実に対策を

完了させるため、「合流式下水道緊急改善計画」への評価制度の導入、SPIRIT21 技術（省コスト、省スペ

ース）の導入等により、効率的な改善方式の見直しなどの事業の効率化が必要である。 

×100（％）
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道整備の現状と課題） 

 (3)  高度処理の計画的な導入 
●現状 

○ 中部地方で高度処理を導入している施設は 62 処理場で、高度処理人口普及率（H23 年度末）は 25.2％

であり、全国平均より 7.1 ポイント高い。（図 2-12） 

○ 静岡県では高度処理導入が必要とされる伊勢湾等の閉鎖性水域へ放流する処理場がなく、高度処理化

は浜名湖等の特定の湖沼に対してのみ実施している。 

○ 名古屋市については現在、Ａ２Ｏ型ＭＢＲの実証実験など、省面積型高度処理技術の実用化に向けた

取り組みを進めている。  
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連付けられており、その放流水質が水質汚濁防止法による規制の対象となっている高度処理が実施されている
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図 2-12 県・都市別高度処理人口普及率 （平成 23 年度末） 

資料：国土交通省中部地方整備局 

 

●課題 

中部地方は広域重要水域である伊勢湾を有していることから、最終目標（伊勢湾流域別下水道総合計画）

を勘案しつつ、時間軸を考慮した段階的な整備が必要である。 

ただし、高度処理の導入においては、標準処理に比較して、大きな施設容量や複雑な処理方式が必要と

される等の技術的課題や、導入・維持管理のための費用等の財政的課題等を解決する必要がある。 

 

×100（％）
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道整備の現状と課題） 

 (4)  伊勢湾の水質改善 
●現状 

○ 伊勢湾流域は、富栄養化に伴う赤潮や青潮の発生が問題となっており、伊勢湾の水質環境基準達成の

ために、全ての下水処理場に高度処理（窒素、リンの除去）が位置付けられている。 

○ 近年の伊勢湾の環境基準値達成率(COD)はおおむね 40～60%で推移しており、伊勢湾・三河湾におけ

る赤潮の発生件数は、平成 4年以降はおおむね減少の傾向にあるが、近年でも依然として年間 20～

40 件程度発生している。（参考資料参照） 

○ 伊勢湾流域の下水道処理人口普及率（H23 年度末）は 69.8％であり、全国平均の 75.8％と比較して

普及が遅れている。（図 2-13） 

○ 伊勢湾流域の高度処理人口普及率（H23 年度末）は 32.4％であり、中部地方平均及び全国平均より高

いが、特に名古屋市において導入が遅れている。（図 2-13） 
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     最終放流先が伊勢湾であり下水（高度）処理が実施されている人口 

                 最終放流先が伊勢湾の行政人口 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-13 伊勢湾流域の県・都市別下水道処理人口普及率および高度処理人口普及率（平成 23 年度末）  

資料：国土交通省中部地方整備局 

 

●課題 
「伊勢湾再生行動計画」（平成 18 年度策定）においても、伊勢湾流域の下水整備や高度処理化を進めて

いく必要があるとされていることから、積極的に推進していく。 
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道整備の現状と課題） 

 (5)  水道水源地の水質保全 
●現状 

○ 水道水源地の水質保全のため、水源地上流部における下水道の普及並びに高度処理の導入の促進が求

められている。 

○ 中部地方の水道水源地上流域において、処理場をもっている下水道区域において、下水道の人口普及

率は、H23 年度末で 76.9%であり、高度処理が実施されている人口普及率は、H23 年度末で 55.8%で

ある。（図 2-14）※ 

※水源地上流域に処理場がある下水道区域のみの普及率 
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＊静岡県は対象施設を持たない。        

 
図 2-14 水源地上流域の下水道普及率および高度処理人口普及率（平成 23 年度末） 

資料：国土交通省中部地方整備局 
 
●課題 

「おいしい・良質な水・安全な水」を提供し、下水処理水の再利用のためにも、汚水対策の推進に加え、異

臭味等の水質障害の解消を目指し、遅れている水源地上流域での高度処理の推進が必要である。 

 

×100（％） 
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道整備の現状と課題） 

 (6)  重点地域における雨水対策の促進 
●現状 

○ 都市化の進展による流出形態の変化や計画規模を上回る豪雨により、都市型水害が頻発している。 

○ 中部地方において「総合治水対策特定河川事業」（参考資料参照）が木曽川水系境川（岐阜県）、巴川

水系巴川（静岡県）、庄内川水系新川（愛知県）、境川水系境川（愛知県）で実施されており、都市浸

水対策整備対象都市は中部全体で 94 都市ある。 

○ 平成 21 年度から「下水道浸水被害軽減総合事業」（参考資料参照）が創設され、中部地方では 37 地区

10 市が実施対象地区となっているが、平成 22 年 3月現在において計画策定済みの都市は、名古屋市、

静岡市の 2市である。 

○ 下水道による都市浸水対策達成率（H23 年度末）は中部地方平均で 52.5％とおおむね半分の区域にと

どまっている。（図 2-15） 

 
 

下水道による都市 

浸水対策達成率 

公共下水道または都市下水路における都市浸水対策の整備対象区域の面積の内、おおむね 5 年に 1 回程度

の大雨に対して安全であるように、既に整備が完了している区域の面積の割合 

都市浸水対策整備済み区域面積 

都市浸水対策整備対象区域面積 
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図 2-15 下水道による都市浸水対策達成率（平成 23 度末） 

資料：国土交通省中部地方整備局 

 

●課題 

「下水道浸水被害軽減総合事業」実施対象地区における速やかな計画策定と、着実な実施が必要である。

また、住民等との目標を共有し、ハード対策やソフト対策、自助による取り組みなどを組み合わせた総合

的な浸水対策事業を推進していく必要がある。 

 

×100（％）
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道整備の現状と課題） 

 (7)  下水道施設の耐震化対策の促進 
●現状 

○ 平成 21 年度から「下水道総合地震対策事業」（参考資料参照）が実施されており、平成 22 年 3 月現在

において計画が策定済みの都市は 33 市町である。 

○ 平成 24 年度に東海地震の地震防災対策強化地域に該当する市町村に対し実施したアンケート調査で

は、耐震診断実施済み（耐震診断が全ての施設で完了）の処理場・ポンプ場はまだ少数であるが、耐

震診断を実施している（実施中であって未診断施設がある場合も含む）処理場・ポンプ場の割合は高

い状況にある。（図 2-16） 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-16 下水道施設の耐震診断実施状況率（平成 23 度末） 

注）東海地震の地震防災対策強化地域に該当する市町村を対象とした調査結果 

資料：国土交通省中部地方整備局 

 
 

●課題 

災害時においても下水道が最低限保有すべき機能を確保するとともに、施設の改築更新にあわせ、施設

の重要度に応じた耐震性能の確保を図る等、段階的・計画的な地震対策が必要である。 
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道整備の現状と課題） 

 (8)  下水道資源の利活用の促進 
●現状 

○ 下水道は大きな資源・エネルギーのポテンシャルを保有しているもののその利用は限られている。 

○ 中部地方における下水汚泥リサイクル率（H21 年度末）は 85.5％で、全国平均を上回っており、下水

汚泥の有効利用先は、主に建設用資材(セメント原料等)や緑農地（バイオマス）である(図 2-17)。

○ 中部地方における下水処理水の有効利用率（H22 年度）は、場内利用 3.4％、場外利用およそ 0.5％

と低い状況にある。（出典：H22 年度 下水道統計） 

○ 下水処理水の利用用途としては、主に場内、公園などの修景・親水用水及び植樹帯散水、トイレ等の

水洗用水等がある（参考資料参照） 

○ 下水や下水汚泥から発生した未利用エネルギーは、主に下水道処理施設、他施設の空調に利用できる

（参考資料参照）が、中部地方において未利用エネルギーを利用している処理場は、242 処理場中 8

箇所と少ない（H22.3 時点）。（出典：H22 年度 下水道統計） 

 
 

下水汚泥 

リサイクル率 

下水汚泥の総発生量（固形物ベース）に対してリサイクル（有効利用）されている下水汚泥量の割合 

   リサイクル（有効利用）下水汚泥量 

          下水汚泥の総発生量（固形物ベース） 
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静岡県：静岡市、浜松市を含む、愛知県：名古屋市を含む 

図 2-17 下水汚泥のリサイクル率（平成 21 年度末） 

出典：（県別のリサイクル率⇒）平成 24 年度予算概算要求概要 平成 23 年 9月 

（県別の汚泥重量⇒）平成 21 年度 下水道統計    

（静岡県の汚泥リサイクル率⇒）県による調査結果    

 

●課題 

今後も下水汚泥のリサイクル及びエネルギー化を進めていくとともに、下水処理水などの未利用資源

の活用、リン回収など資源の取り出し、下水の熱利用なども積極的に活用していくことが求められる。 

さらに、処理場施設の上部の公園やスポーツ施設としての利用や下水道管渠内に敷設されている光フ

ァイバーといった下水道施設の有効利用も推進する必要がある。（参考資料参照） 

×100（％）

バイオマスへの 
リサイクル

バイオマス以外へのリサイクル 中部平均 全国平均
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道整備の現状と課題） 

 (9)  下水道施設の老朽化対策 
●現状 

○ 管理すべき施設の増加だけでなく、長期間使用に伴う施設の老朽化が顕在化している。 

○ これまで中部地方で整備してきた下水道施設は、管路総延長で約 5.3 万 km、下水処理場数（供用中

のみ）で 242 箇所、ポンプ場（供用中のみ）で 346 箇所に上っている。 

○ その内、供用年数が 50 年以上経過している下水処理場は 10 箇所ある。（H23.3 時点）（図 2-18） 
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図 2-18 中部地方における下水処理場の稼働開始年   

出典：下水道統計 平成 22 年度行政編 

 

●課題 

適切な維持管理や延命化による既存施設の有効利用、老朽化施設の効率的な改築・更新等を総合的

にとらえ、実施していく必要がある。 

また、下水道管理者におけるストックマネジメントの導入を促進し、ライフサイクルコストの最小

化を促進するための方策の検討が必要である。 
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道整備の現状と課題） 

 (10)  下水道経営の健全化 
●現状 

○ 中部地方の下水道経営において、現状の使用料収入では汚水処理に関わる事業費（資本費・維持管理

費）を確保できておらず、他会計からの費用繰り入れにより事業の運営がなされている状況である。

（図 2-19） 

○ 事業の継続性の確保の観点より、長期的な視点に基づき経営計画、収支バランスの検討が必要である。

中部地方においては、長期的な視点に基づき経営計画の策定、収支バランスの検討を行っている自治

体がほとんどである。（図 2-20） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

●課題 

下水道管理者は、下水道の経営健全化に向けて、長期的な視点からの下水道経営（収支バランス）、

人口減少に伴う使用料収入の減少等の構造的な問題と今後の負担のあり方、地域の実情に適した多様

な広域化・共同化のあり方等の検討を進め、対策を講じる必要がある。 

 

長期的な視点からの下水道経営（収支バランス）の検討実施状況
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図 2-19 県別汚水処理原価と下水道使用料単価（平成 22 年度）  

資料：総務省平成 22 年度下水道事業経営指標・下水道使用料の概用 

図 2-20 長期的な視点からの下水道経営（収支バランス）

を検討している自治体（平成 23 年度末）  

参考：国土交通省中部地方整備局
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中部地方の下水道の現状と課題（下水道行政が抱える課題） 

2.4  下水道行政が抱える課題 

下水道事業は整備を進めるにあたって、税金を投入するとともに整備済み区域の住民の方々より、

負担金、使用料、接続工事費を負担して頂く等の協力によって成り立っている事業である。そのため、

事業を進めるにあたって、地域住民の理解と協力を得ることが必要となる。また、継続的に事業を実施

していくには、経験豊富な技術者の育成・確保が必要である。 

 

 (1)  地域住民との相互理解の向上 
●現状 

○ 住民の個々に対する利益が直接的に分かりにくいため、下水道に対する意識が低く、住民側で意識が

向上する機会が少ない。 

○ 供用区域内においては、下水道の接続が義務付けられているが、下水道の役割や必要性に対する理解

不足による未接続の場合が見られる。 

○ 住民との相互理解を進めるため、自治体では様々な取り組みを実施している。（参考資料参照） 

●課題 

下水道事業を円滑に推進するためには、下水道の役割、必要性及び下水道事業の取り組みについて

地域住民の理解を得ると共に協力を得ることは必要不可欠であり、行政側としては、今後も積極的か

つ効果的な情報発信を行い、住民の下水道に対する意識及び理解を向上させていく必要がある。 

 

 (2)  地域住民との連携・協働の推進 
●現状 

○ 流域からの雨水流出量を抑制するためには、地域住民と連携し、住宅等への貯留浸透施設の設置を

推進する必要があり、自治体では貯留施設設置助成制度の創設や普及啓発活動を実施している。 

○ 下水道事業を効率的に実施するため、各戸の雨水ます・側溝等の清掃管理等、住民自助による取り組

みが求められる。 

○ 下水道事業の実施に当たり、地域の特性、要望、問題点など意見を地域住民から募集・反映すること

が求められており、公的な会合の開催等の取り組みが実施されている。 

●課題 

行政と地域住民との連携・協働の推進のための取り組みは、現在も行われているものの、その数

は依然として少なく、今後も連携・協働のための制度やしくみ、機会を積極的に創設していくことが

必要である。 

 

 (3)  下水道技術者不足（技術の伝承） 
●現状 

○ 下水道事業が概成すると自治体の下水道組織が縮小され、また、少子高齢化の影響も受け、下水道の

技術が伝承されにくくなり、下水道技術者の不足により施設更新だけでなく適切な維持管理も困難

となることが予想される。 

●課題 

今後は、市町村について広域的にフォローする仕組みの構築も含めて対応する必要があり、現在

一部自治体で実施されている下記の取り組みなどを進めていくことが必要である。 

○ 建設と管理の情報共有や熟練職員の持つノウハウ・技術の共有・継承を進めるための経験豊

富な技術者による専門者会議を設置 

○ 過疎地域の県による過疎代行の実施 

○ 民間事業者の活用（包括的民間委託）による効果的な維持管理の実施 
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第3章 中部地方の下水道に関わる中期ビジョン（今後の方向性） 

3.1 関連施策の整理と位置づけ 

本ビジョンは、今後、下水道の課題を効率的に解決するために関連施策との連携及び新たな制度や

取り組み（新技術）を反映する必要がある。 
国の下水道、道路、河川等の社会資本整備に関する５箇年の重点整備方針である「社会資本整備重

点計画」、中部地方の５箇年の社会資本整備の重点整備方針である「新まんなかビジョン」、今後おお

むね 10 箇年にわたる長期的な国土づくりの方向性を示す「国土形成計画」や「広域地方計画」を念

頭に置きながら、今後の下水道事業の全国的な方向性が示されている「下水道ビジョン 2100」、「下水

道中期ビジョン」を反映させることで、本ビジョンを策定する。 

中部地方 

下水道中期ビジョン

（3）下水道技術者不足（技術の伝承） 

（4）財政的制約の強まり 

（1）人口減少・少子高齢化社会の進展 

（2）水環境上の問題 

（3）資源・エネルギー問題、地球環境問題 

●下水道を取り巻く状況

 

（1）下水道未普及地域の解消 

1）合流式下水道の改善の推進

2）高度処理の推進 
3）都市域における浸水対策の強化 
4）下水道の耐震対策の強化 

（3）下水道施設の適切な管理 

●中部地方の下水道に関する課題 

5）資源・エネルギー対策 

（1）地域住民との相互理解 
（2）地域住民との連携・協働 

●下水道行政が抱える課題 

・広域地方計画 
・社会資本整備重点計画 
・新まんなかビジョン  など 

中部地方の将来像を示した

上位計画 
○安全 

中期の整備目標 

下水道中期ビジョン 
～「循環のみち」の実現に向けた10年間の取り組み～

○暮らし 

○環境 

○施設再生 

○経営と管理 

整備手法等の転換 

選択と集中 

住民参画への転換 

ストックマネジメントへの転換 

新たな観点からの政策の進め方 

下水道ビジョン2100 
～下水道から「循環のみち」へ100年の計～

（1）下水道の役割 
1）良好な環境を創造する 
2）安全な暮らしを支える 
3）21世紀の活力を支える 

（2）下水道から「循環のみち」へ 
1）水のみち（水再生・利活用）

2）資源のみち（資源回収・供給）

3）施設再生（ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙ下水道）

（2）下水道機能の質的課題 

 
 

図 3-1 関連施策の整理と位置づけ 
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 中部地方の下水道に関わる中期ビジョン（今後の方向性） 

 
 
◇下水道ビジョン 2100 ～下水道から「循環のみち」へ 100 年の計～ 

 
「下水道ビジョン 2100」では、今後の下水道の展開について持続可能な循環型社会の構築により、

「美しく良好な環境」、「安全な暮らし」、「活力のある社会」を実現することをテーマとして掲げてい

る。本ビジョンにおいても「下水道ビジョン 2100」を参考に継続性を確保しつつ中部地方の下水道の

課題を解決することを目標として位置づけることとした。 
 
◇下水道中期ビジョン～「循環のみち」の再現に向けた 10 年間の取り組み～ 

 
「下水道中期ビジョン」では、“選択と集中”、“整備手法等の転換”、“住民参加への転換”、“ストッ

クマネジメントへの転換”と言った新たな観点からの政策の進め方が明記されている。本ビジョンに

おいても、「下水道中期ビジョン」を参考に新たな観点からの政策の進め方を取り込むこととした。 
 
◇新たな技術・施策 

 
さらに、今後の下水道の課題を効率的に解決するために「下水道浸水被害軽減総合事業」、「下水道

総合地震対策事業」などの新たな制度や新たな技術を本ビジョンの重点施策に取り込むこととした。 
 
≪新たな技術・施策≫ 
◇「下水道未普及クイックプロジェクト」 
◇「下水汚泥資源化・先端技術誘導プロジェクト（LOTUS プロジェクト）」 
◇「下水道浸水被害軽減総合事業」、「下水道総合地震対策事業」 
◇ 未処理下水の熱利用に関する規制緩和 等 
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 中部地方の下水道に関わる中期ビジョン（今後の方向性） 

3.2 今後の方向性 

 (1)  中部地方下水道に関わる５つの柱とその体系 

下水道がもつ役割・機能、社会的に求められているニーズは「Ⅰ．快適な暮らしの実現」、「Ⅱ．

良好な環境の創造」と土台として支える「Ⅲ．安全で安心なまちづくり」の３つである。これら役

割・機能を継続的に保持・向上させていくためには、「Ⅳ．事業の継続性の確保」と「Ⅴ．地域住民

との連携」の２つの柱が必要となる。これら５つが下水道事業を支えている柱と言える。 

Ⅰ.快適な暮らしの実現 Ⅱ.良好な環境の創造 

◆下水道の役割、社会的に求められるニーズ 
 ３つの柱 

Ⅲ.安全で安心なまちづくり 

Ⅳ.事業の継続性の確保 

Ⅴ.地域住民との連携 

◇下水道の役割、社会的なニーズに応える

 ために必要な２つの柱 

 

図 3-2 中部地方下水道に関わる５つの柱 

「Ⅰ．快適な暮らしの実現」： 
これまで下水道整備を鋭意促進させてきたが、未だ下水道未整備地域があり、快適な都市環境

の創造、生活環境の改善、広域的な水環境の改善の観点からも重要な役割である。 
「Ⅱ．良好な環境の創造」： 

伊勢湾における赤潮、青潮といった環境問題を解決することや良好な水環境・水循環の創造、

地球温暖化防止への貢献、資源・エネルギーの利活用といったニーズに応える役割である。 
「Ⅲ．安全で安心なまちづくり」： 

近く発生することが懸念されている自然災害(地震、豪雨)への対策、道路陥没等の事故防止は

安全性を確保し、地域住民に安心を与え、上記２つを土台として支える役割がある。 
「Ⅳ．事業の継続性の確保」： 

下水道が継続性して住民等へ安定したサービスを提供し、また新たな社会ニーズにも応えられ

るため、下水道の機能及び下水道経営を安定化するために必要な柱である。 
「Ⅴ．地域住民との連携」： 

下水道事業を効率的に進めるためには地域住民の協働・交流・連携が必要不可欠であり、重要

な柱である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3 中部地方下水道に関わる５つの柱の体系 

下水道に関わる「５つの柱」の体系

Ⅴ.地域住民との交流 

Ⅰ.快適な暮らしの実現 Ⅱ.良好な環境の創造 

Ⅲ.安全で安心なまちづくり

Ⅳ.事業の継続性の確保 
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 中部地方の下水道に関わる中期ビジョン（今後の方向性） 

 (2)  重点化すべき事項 

中部地方においては、未だ下水道整備がなされていない地域があることから、「Ⅰ．快適な暮ら

しの実現」、「Ⅱ．良好な環境の創造」を積極的に進めなければならない。 

ただし、東海、東南海・南海地震という大規模地震の発生が中部地方で予測されていること、近

年において、東海豪雨等の集中豪雨により浸水被害が頻発していることを踏まえると、「Ⅲ．安全

で安心なまちづくり」という下支えの機能も、地域の実情に応じて緊急性を考慮しながら取り組ん

でいく必要がある。 

 

 (3)  今後の施策の方向性 

下水道に関わる「５つの柱」を軸とした効率的な事業推進にあたって、中部地方の下水道に関す

る課題、下水道事業を進めるにあたっての課題及び下水道を取り巻く状況を念頭に関連施策を考慮

し、中部地方の下水道に関わる今後の施策の方向性を設定した。 

図 3-4 に下水道に関わる「５つの柱」と設定した 11 の中部地方下水道に関わる今後の方向性（施

策）を示す。 

Ⅲ.安全で安心なまちづくり 

Ⅰ.快適な暮らしの実現 

Ⅱ.良好な環境の創造 

Ⅳ.事業の継続性の確保 

Ⅴ.地域住民との連携 

下水道に関わる「５つの柱」 

今後の方向性（施策） 

⑧集中豪雨、東海・東南海地震に備えた安全で安心な地域構造の形成 

⑦下水道資源の循環促進と利活用による地球環境への貢献 

③伊勢湾等の閉鎖性水域の良質な水環境を実現

②合流式下水道の改善による健全な水環境の保全 

⑩新たな社会ニーズにも応えられる持続可能な下水道の実現 

⑪地域住民との連携を深め、下水道事業への住民の理解と積極的な参画を推進

①快適な都市環境、生活環境の実現 

④良質な水道水源の確保 

⑤水辺環境の創造等を通じた都市・地域の魅力向上 

⑥健全な水循環系と生態系を構築し、持続可能な環境を創造 

⑨既存の下水道ストックの機能を持続させ、道路陥没事故等の未然防止による
地域の安全性を持続 

 

図 3-4 下水道に関わる５つの柱と中部地方における今後の方向性（施策） 
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 中部地方の下水道に関わる中期ビジョン（今後の方向性） 

 

【Ⅰ.快適な暮らしの実現】 

地域特性に応じた効率的な汚水処理の推進により、水洗化による環境衛生の改善とともに、

身近な水環境の改善を図り、快適で魅力ある生活環境を実現する。 

また、汚水処理事業を進める上で、計画段階から住民・地域の意見・要望を取り入れ、住民・

地域が参画した効率的な汚水処理施設の整備を目指す。 

 

今後の方向性（施策） 

  

 

【Ⅱ．良好な環境の創造】 

 合流式下水道を採用している都市については健全な水環境を保全するため、早期に改善対策を

実施する。汚水処理の普及促進や高度処理の実施により、伊勢湾をはじめとする中部地域の美し

く豊かな水環境を創造する。水道事業等との連携など流域としての水道水源の水質の維持・向上、

良質で安定した水を確保する。下水道資源のリサイクル推進により循環型社会の構築に資すると

ともに、省エネルギーと創エネルギーの促進により環境負荷の低減を行うことで地球環境に貢献

する。 

 

今後の方向性（施策） 

 

 

 

 

②合流式下水道の改善による健全な水環境の保全 

 →合流式下水道緊急改善計画の着実な実施による合流式下水道の改善 

③伊勢湾等の閉鎖性水域の良質な水環境を実現 

 →総合的な下水道施策等の展開による公共用水域の良質な水環境の実現 

④良質な水道水源の確保 

 →水道水源地における汚濁負荷削減による水道水の水質の維持・向上 

⑤水辺環境の創造等を通じた都市・地域の魅力の向上 

 →水辺環境の創造や下水道施設の活用等による都市・地域の魅力の向上 

⑥健全な水循環系と生態系を構築し、持続可能な環境を創造 

 →水質浄化等を通じた清流の回復や雨水浸透の促進等による地下水の涵養等による健全な

水環境系と生態系の創造 

⑦下水道資源の循環促進と利活用による地球環境への貢献 

 →下水道資源の循環促進と利活用による地球に優しい下水道の実現 

①快適な都市環境、生活環境の実現 

 →他の汚水処理施設と連携した効率的・効果的な汚水処理施設の整備の推進 

 →下水道の普及促進等による中小市町村等における集中的な汚水処理施設の整備 
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 中部地方の下水道に関わる中期ビジョン（今後の方向性） 

 

【Ⅲ.安全で安心なまちづくり】 

浸水対策の促進、河川等の関連部局との連携により、内水被害を軽減し、誰もが安心して暮

らせる地域づくりを進める。また、耐震化の促進、下水道施設のネットワーク化による多重防衛

等により、ライフラインを確保し、災害に強い地域づくりを行う。 

これまでに整備した下水道管路等の老朽化への対応を図り、道路陥没事故等を未然に防ぎ地

域の安全性を持続する。また、発災時における住民協力による減災対策の推進や下水道施設の老

朽化、下水道の役割と下水道の現状について住民等に積極的に説明し、対話することでソフトに

よる災害対策力を強化、下水道の認知度の向上を図る。 

また、今後のソフト対策として内水に関するリアルタイム情報等を住民等へ提供するなどの

新たな対策の導入検討を進めるとともに、大規模地震や津波発生時にも速やかに下水道が果たす

べき機能を確保できるよう下水道ＢＣＰ計画を策定する。 

 

今後の方向性（施策） 

 

【Ⅳ.事業の継続性の確保】 

少子高齢化・人口減少等の社会情勢の変化を踏まえた下水道計画の見直しを推進する。 

下水道ストックの適切な維持管理を行うとともに、計画的な延命化対策や改築・更新により重

要なライフラインのひとつである下水道の機能を継続的に確保する。 

下水道の機能を持続するため、中長期的な視点からの経営基盤の強化や管理の適正化のための

取り組みを推進する。 

下水道施設を有効に活用し（処理場上部空間等）、地域の多様なニーズに積極的に応えるとと

もに、施設維持管理における劣化予測手法を取り入れたアセットマネジメントを行う等新技術を

活用し、効率的に事業の継続性を確保する。 

 

今後の方向性（施策） 

  

 

⑩新たな社会ニーズにも応えられる持続可能な下水道の実現 

 →計画的な延命化対策や改築・更新による下水道機能の継続的な確保 

 →経営基盤の強化や管理の適正化のための取り組みによる健全な下水道経営の実現 

 →下水道施設を有効活用し、地域の多様なニーズに応える 

⑧集中豪雨、東海・東南海地震に備えた安全で安心な地域構造の形成 

 →東海豪雨を教訓として河川部局等の関連部局と連携した水害対応力の強化 

→東海・東南海地震に備えた下水道施設の災害対応力の強化 

 →自助・共助を促し、災害時の住民の自主的かつ的確な避難等の対応を促進 

⑨既存の下水道ストックの機能を持続させ、道路陥没事故等の未然防止による地域の安全性

を持続 

 →耐震化事業と連携した計画的な改築・更新による管路機能の確保 
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中部地方の下水道に関わる中期ビジョン（今後の方向性） 

【Ⅴ.地域住民との連携】 

地域住民との連携を深め、地域における下水道の役割や環境保全の重要性についての理解を

深めてもらうとともに、下水道事業への住民の積極的な参画を推進する。 

中部地方下水道中期ビジョンのフォローアップ、目標設定の見直し時等の参考にすることも

考慮し、計画的・継続的な広報活動、意見収集に努める。 

 

今後の方向性（施策） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪地域住民との連携を深め、下水道事業への住民の理解と積極的な参画を推進 

 →地域住民と情報を共有し、地域住民の意見を事業に反映する仕組みを構築 

 →下水処理場等の施設空間を活用した環境学習を行うなど、下水道に関する理解を深める

取り組みを推進 

 

 

 

 

 

 

中部地域の下水道に関わる今後の方向性（施策） 

Ⅲ．安全で安心なまちづくり 

Ⅰ．快適な暮らしの実現 

Ⅱ．良好な環境の創造 

Ⅳ．事業の継続性の確保 

Ⅴ．地域住民との連携 

⑧集中豪雨、東海・東南海地震に備えた安全で安心な地域構造の形成 

 →東海豪雨を教訓として河川部局等の関連部局と連携した水害対応力の強化 

 →東海・東南海地震に備えた下水道施設の災害対応力の強化 

 →自助・共助を促し、災害時の住民の自主的かつ的確な避難等の対応を促進 

①快適な都市環境、生活環境の実現 

 →他の汚水処理施設と連携した効率的・効果的な汚水処理施設の整備の推進

 →下水道の普及促進等による中小市町村等における集中的な汚水処理施設の整備 

②合流式下水道の改善による健全な水環境の保全 

 →合流式下水道緊急改善計画の着実な実施による合流式下水道の改善 

⑨既存の下水道ストックの機能を持続させ、道路陥没事故等の未然防止によ

る地域 の安全性を持続 

→耐震化事業と連携した計画的な改築・更新による管路機能の確保 

③伊勢湾等の閉鎖性水域の良質な水環境を実現 

 →総合的な下水道施策等の展開による公共用水域の良質な水環境の実現 

④良質な水道水源の確保 

 →水道水源地における汚濁負荷削減による水道水の水質の維持・向上 

⑤水辺環境の創造等を通じた都市・地域の魅力の向上 

 →水辺環境の創造や下水道施設の活用等による都市・地域の魅力の向上 

⑥健全な水循環系と生態系を構築し、持続可能な環境を創造 

 →水質浄化等を通じた清流の回復や雨水浸透の促進等による地下水の涵養

等による健全な水環境系と生態系の創造 

⑩新たな社会ニーズにも応えられる持続可能な下水道の実現 

 →計画的な延命化対策や改築・更新による下水道機能の継続的な確保 

 →経営基盤の強化や管理の適正化のための取り組みによる健全な下水道

経営の実現 

 →下水道施設を有効活用し、地域の多様なニーズに応える 

⑪地域住民との連携を深め、下水道事業への住民の理解と積極的な参画を推進

 →地域住民と情報を共有し、地域住民の意見を事業に反映する仕組みを構築

 →下水処理場等の施設空間を活用した環境学習を行うなど、下水道に 

関する理解を深める取り組みを推進 

⑦下水道資源の循環促進と利活用による地球環境への貢献 

 →下水道資源の循環促進と利活用による地球に優しい下水道の実現 

重点施策 

①人口30万人未満の市町村を中心 

とした汚水処理の早期普及 

②効率的な合流式下水道の改善等の 

 雨天時越流水対策の推進 

③伊勢湾を中心とした汚水の高度処理

 化 

⑪老朽化した管路施設の効率的な改築

・更新の推進 

⑧「選択と集中」、「河川部局等との 

連携」による浸水対策のさらなる推進

⑩下水道の地震対策の推進 

⑭住民参画への転換 

⑬下水道経営の効率化 

⑨自助・共助を促進させるためのソフ

 ト対策の推進 

⑤下水道処理水等を活用した水の循環

利用の促進 

④他事業との連携等により流域として

 の水源地水質保全対策の推進 

⑥地下水の涵養を図るため雨水浸透の

 積極的な導入を推進 

⑫下水道ストックマネジメントの推進

・新たに５年に１度の大雨に対する浸水対策を

 推進する 

・新たに重点対策地区に対して雨水対策を推進

 する 

・内水ハザードマップの策定・公表を推進する

・「下水道総合地震対策事業」に基づく対策を

推進する 

・下水道BCP計画を策定する 

・新たに高度処理を導入することを推進する 

・新たな下水道経営計画の策定を推進する 

・企業会計方式の導入を推進する 

・下水汚泥の有効活用・リサイクルを推進する

・下水汚泥のエネルギー化を推進する 

・下水道処理場外への下水処理水の有効利用を推

進する 

・さらなる地域住民への説明、啓蒙活動の推進

・住民の事業への参画（PIなどの実施） 

・シンポジウムやワークショップの実施 

・下水道モニター制度の導入 

・計画的・継続的な広報活動の推進 

・合流式下水道改善事業を推進する 

・人口30万人未満の市町村を中心とした下水道

 事業の着手・供用を推進する 

・管路施設の「長寿命化対策」に基づく計画の策

定を推進する 

・水道水源地上流地域において高度処理の導入を

推進する 

・浸透マップを作成し、浸透施設の導入を推進

する 

・下水道施設の長寿命化計画の策定を推進する

５箇年の取り組み（平成2４年度～2８年度） 

取り組み 

⑦新技術の活用による下水道汚泥等 

 の有効利活用の推進 

～今後の方向性のまとめ～ 
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第4章 今後の方向性の実現のための５箇年の重点施策、取り組み、「５年後の姿」 

 

中部地方における下水道の今後の方向性を実現するため、今後５箇年に重点化すべき下水道施策およ

び取り組み、「５年後の姿」を設定した。 

設定に当たっては、新たな制度や考え方、新技術の利活用を取り入れ、効率的・効果的に今後の方向

性の実現に向け事業を推進させることを前提に設定した。 

 

また、「５年後の姿」は、中部地方の「下水道事業の効果」と「取り組みの進捗状況」を分かりやす

く知らせる指標として設定した。 

 

 

 

◇「５年後の姿」 

①下水道事業の効果を把握する指標 

 下水道事業を進めることで、５年後にどのような状態となっているかを示す指標 

 

②下水道事業の取り組みの進捗状況を把握する指標 

 今後、５年間にどれだけの取り組みを行うかを示す指標 

（今後５箇年に重点化すべき取り組みの数値目標） 

 

注：「５年後の姿」は社会資本整備重点計画の改定時期に合わせ平成 28 年度とする。 
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今後の方向性実現のための５箇年の重点施策、取り組み、「５年後の姿」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「下水道人口普及率」の現況値については、Ｈ23 末の確定値を記載している。 

※処理場数については、H24 末現在で稼働していないものは除いた。また、今後の統廃合により処理場の全体数が減少する。 

（H24 末時点での稼働処理場数：239 処理場 ⇒ H28 末時点での稼働処理場数：236 処理場） 

～～下下水水道道事事業業（（取取りり組組みみ））のの進進捗捗状状況況をを把把握握すするる指指標標～～  

中部地方の下水道事業の「５年後の姿」 

～～下下水水道道事事業業のの効効果果をを把把握握すするる指指標標～～  

Ⅰ．快適な暮らしの実現 

 

・新たに下水道整備に着手する地区を有する市町村                    ６市町村 

・新たに供用開始をする地区を有する市町村                       ４市町村 

Ⅲ．安全で安心なまちづくり 

  

浸水（内水）被害を解消する対策を実施する面積                2.4千ha 

  目標とする整備面積約199千haに対して             H24末：約9８千ha →101千ha 

Ⅰ．快適な暮らしの実現 

 

 下水道処理人口普及率                  現況：６６％     →70％ 

  中部地方の行政人口1,49２万人に対して       現況：9８8万人 →1,050万人 

Ⅱ．良好な環境の創造 

 

・合流式下水道改善事業を完了させる市町村  

    （合流式下水道採用都市 ：13市町村）  H24末：  ３→  １１ 市町村 

・高度処理を導入する処理場   

（伊勢湾流域対象処理場数：150処理場） H24末： 79→  90 処理場 

・水道水源地上流地域における下水道処理人口普及率 
（ = 水道水源地上流に位置する市町村の下水道普及人口／対象市町村の行政人口）               

H24末：70.1→ 72.8 ％ 

・水道水源地上流地域における高度処理の導入   

（水道水源地上流対象処理場数：75処理場） H24末： 19→  20 処理場 

・処理水の有効利用を実施する処理場（場内、場外問わず） 

（中部地方下水道処理場数：239処理場）  

  H24末： 88→  89 処理場 

・汚泥リサイクルを実施する施設   

   （中部地方下水道処理場数：239処理場）     H24末：20５→20３ 処理場 

・汚泥エネルギー化を実施する処理場  

（中部地方下水道処理場数：239処理場）     H24末： 12→  22 処理場 

Ⅲ．安全で安心なまちづくり 

 

・５年に１度の大雨に対する雨水対策が完了する排水区  

（中部地方全体の排水区数：5503排水区）    H24末：1651→1722排水区

・重点対策地区に対して浸水対策が完了する排水区                      

H24末：  63→   76排水区

・内水ハザードマップを策定・公表する市町村        

（中部地方の下水道計画を持つ市町村数：145市町村）  H24末：   31→   46市町村

・「下水道総合地震対策事業」に基づく対策が完了する市町村 

（中部地方の下水道計画を持つ市町村数：145市町村）  H24末：    8→   19市町村

・下水道BCP計画を策定する処理場 

（中部地方下水道処理場数：239処理場）    H24末：   88→ 23６処理場

・管路施設の「長寿命化対策」に係る計画を策定する県市町村 

（中部地方の下水道計画を持つ自治体数：４県＋145市町村） H24末：   22→   51県市町村

Ⅳ．事業の継続性の確保 

 

・下水道施設の長寿命化計画を策定する県市町村  

（中部地方の下水道計画を持つ自治体数：４県＋145市町村） H24末：69→ 103県市町村 

・新たな下水道経営計画を策定する自治体 

（中部地方の下水道計画を持つ市町村数：145市町村）      16市町村 

・企業会計方式を導入する自治体 

（中部地方の下水道計画を持つ市町村数：145市町村）  H24末：22→  35市町村 
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今後の方向性の実現のための５箇年の重点施策、取り組み、「５年後の姿」 

【Ⅰ.快適な暮らしの実現】 

≪下水道の普及促進≫ 

①快適な都市環境、生活環境の実現 
→他の汚水処理施設と連携した効率的・効果的な下水道整備の推進 
→下水道の普及促進等による中小市町村等における集中的な汚水処理施設の整備 

今後の 
方向性 

 
各県の汚水処理都道府県構想と連携し、効率的・効果的な汚水処理施設の整備を推進させ、

下水道事業に未着手の地域については早急に下水道事業に着手することを推進させる。 
未普及クイックプロジェクト等の新たな取り組みを念頭に、未着手の地域における公共下水

道の重点的整備などの取り組みを行う。 
地域の汚水処理構想を基に、汚水処理人口普及率が早期に１００％となるよう下水道整備区

域の事業を進める。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
人口３０万人未満の市町村を中心とした汚水処理の早期普及 

 
人口３０万人未満の市町村を中心とした下水道事業の着手・供用を推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

新たに下水道整備に着手する地区を有する市町村              ６市町村 
新たに供用開始する地区を有する市町村                      ４市町村  ５年後の姿 

 

＊平成 24 年度末の未着手地区を有する市町村：20 市町村 

＊平成 24 年度末の未供用地区を有する市町村：17 市町村 
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 今後の方向性の実現のための５箇年の重点施策、取り組み、「５年後の姿」 

【Ⅱ．良好な環境の創造】 

≪合流式下水道の改善≫ 

②合流式下水道の改善による健全な水環境の保全 
→合流式下水道緊急改善計画の着実な実施による合流式下水道の改善  
 

今後の 
方向性 

 
現状では、計画どおりに事業が進捗していない自治体もいくつかある。 
中部地方においては「効率的な合流式下水道緊急改善計画策定の手引き（案）」に基づき、

効率的かつ効果的な合流式下水道緊急改善計画を策定（見直し）する等により、早期に合流式

下水道の改善対策を推進させる。法令で定められている期限までに全ての対策を完了させる。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
効率的な合流式下水道の改善等の雨天時越流水対策の推進 

 
合流式下水道改善事業を推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

合流式下水道改善事業を完了させる市町村 （H24末 ３） →１１市町村 
(名古屋市、豊橋市はH35が完了予定年)  ５年後の姿 

＊中部地方合流式下水道の採用都市数：13 市町村 

≪高度処理の推進≫ 

③伊勢湾等の閉鎖性水域の良質な水環境を実現 
→総合的な下水道施策等の展開による公共用水域の良質な水環境の実現 
 

今後の 
方向性 

 
「選択と集中」の観点より、水質改善が進んでいない伊勢湾等の閉鎖性水域や水道水源地上

流地域など、高度処理導入の必要性が高い地域を中心に、早期に汚水処理の高度化を進める。

また、高度処理の導入を促進させることで、身近な良好な水環境の創造・改善を推進させる。

公共用水域の水質実態を確認しながら、必要性の高い処理場から順次高度処理を推進する。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
伊勢湾を中心とした汚水の高度処理化 

 
高度処理を導入することを推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

 
高度処理を導入する処理場  （H24末 ７９） →９０処理場  ５年後の姿 

＊伊勢湾流域対象の処理場数：150 処理場  ＊中部地方全体の処理場数：239 処理場 

※処理場については、今後の統廃合により処理場の全体数が減少する。
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 今後の方向性の実現のための５箇年の重点施策、取り組み、「５年後の姿」 

【Ⅱ．良好な環境の創造】 

≪水源地水質の保全≫ 

④良質な水道水源の確保 
→水道水源地における汚濁負荷削減による水道水に水質の維持・向上 
 

今後の 
方向性 

 
中部地方においては、他事業との連携により流域としての取り組みを推進させ、水道水源地

上流地域における重点的な汚水処理施設の整備の促進、水道水源地上流地域における高度処理
の積極的導入を図る。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
他事業との連携等により流域としての水源地水質保全対策の推進 

 
水道水源地上流地域において高度処理の導入を推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

水道水源地上流地域における下水道処理人口普及率※（H24末 70.1） →７２．８％ 
水道水源地上流地域における高度処理の導入（H24末 １９） →２０処理場  ５年後の姿 

※水道水源地上流地域における下水道処理人口普及率 ＝ 水道水源地上流に位置する市町村の下水道普及人口 ／ 対象市町村の行政人口 

＊水道水源地上流対象の自治体数：29 市町村   ＊水道水源地上流対象の処理場数：75 処理場 

※処理場については、今後の統廃合により処理場の全体数が減少する。 

≪水辺環境・水循環の創造≫ 

⑤水辺環境の創造等を通じた都市・地域の魅力の向上 
→水辺環境の創造や下水道施設の活用等による都市・地域の魅力の向上 
 

今後の 
方向性 

 
中部地方では下水処理場の処理水は場内利用している処理場数は実績として約 70％あるが、

計画的に利用している例は少なく、また、場外利用については数％しか利用していないのが現
状である。これは、中部地方においては比較的水資源に恵まれており、近年までは使い捨ての
文化が定着していると思われる。しかしながら、水資源は有限であり、健全な水循環の構築す
る必要があるため、より一層、下水処理水の循環利用を計画的に推進する。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
下水処理水等を活用した水の循環利用の促進 

 
下水処理場外への下水処理水の有効利用を推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

処理水の有効利用を実施する処理場  ：場内・外利用（H24末 88）→89処理場 
(計画的に利用している)  ５年後の姿

＊中部地方全体の処理場数：239 処理場 

※処理場については、今後の統廃合により処理場の全体数が減少する。 



 

 31 

 今後の方向性の実現のための５箇年の重点施策、取り組み、「５年後の姿」 

【Ⅱ．良好な環境の創造】 

≪浸透施設の導入促進≫ 

⑥健全な水循環系と生態系を構築し、持続可能な環境を創造 
→水質浄化を通じた清流の回復や雨水浸透の促進等による地下水の涵養 
 による健全な水環境系と生態系の創造 

今後の 
方向性 

 
健全な水循環系と生態系の創造に向けて、処理水の循環利用推進を行い、処理場を基点とし

た地域の生態系ネットワークの改善にも配慮し対策を進める。また、浸水対策や合流式下水道
の改善対策における流出抑制対策(雨水浸透施設)を積極的に導入し地下水涵養することにより
水循環系の改善を図る。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
地下水の涵養を図るために雨水浸透の積極的な導入を推進 

 
浸透マップを作成し、浸透施設の導入を推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

 
他事業や各戸による浸透対策を推進する  ５年後の姿

 
≪資源の有効利用≫ 

⑦下水道資源の循環促進と利活用による地球環境への貢献 
→下水道資源の循環利用の促進による地球に優しい下水道の実現 

今後の 
方向性 

 
汚泥のコンポスト化やセメント混合等の汚泥の有効活用を進め、かつ LOTUS プロジェクト

等の新技術を活用し、下水汚泥の資源・エネルギー利用としての有効活用を推進させる。 
下水汚泥はリン等の栄養塩を多く含むこと、肥料など農業分野において欠くことの出来ない

リンが枯渇していることから、下水汚泥からリン等の貴重な資源を分離・回収し、資源循環の
観点から、有効利用・リサイクルを図る必要がある。循環型社会、持続可能な下水道事業を目
指し、今後も新技術を積極的に取り入れ、未利用資源の用途拡充、利用率の向上に努める。 

 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
新技術の活用による下水汚泥等の有効利活用の推進 

 
下水汚泥の有効活用・リサイクルを推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

 
汚泥リサイクルを実施する施設  （H24末 ２０５） →２０３施設  ５年後の姿

＊中部地方全体の処理場数：239 処理場 

※処理場については、今後の統廃合により処理場の全体数が減少する。 
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≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
新技術の活用による下水汚泥等の有効利活用の推進 

 
下水汚泥の有効活用・リサイクルを推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

 
汚泥エネルギー化対策を実施する施設  （H24末 １２） →２２施設  ５年後の姿

＊中部地方全体の処理場数：239 処理場 
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 今後の方向性の実現のための５箇年の重点施策、取り組み、「５年後の姿」 

【Ⅲ．安心で安全なまちづくり】 

≪浸水対策≫ 

⑧集中豪雨、東海・東南海地震に備えた安全で安心な地域構造の形成 
→東海豪雨を教訓として河川部局等の関連部局と連携した水害対応力の強化 
 

今後の 
方向性 

 
都市部を流れる河川及びその流域について、総合的な浸水被害対策を講じるため、平成 15

年 6 月に特定都市河川浸水被害対策法が制定された。また、近年、各地で局地的な豪雨が増加

し、都市部での内水氾濫被害が頻発していることから、緊急かつ重点的に都市の浸水対策を強

化していく必要があることを鑑み、平成 18 年度に「下水道総合浸水対策緊急事業」、が新規事

業として創設され、平成 21 年度には「下水道浸水被害軽減総合事業」が創設された。中部地

方においても東海豪雨等の教訓を踏まえ、これらの法制度を視野に入れ、河川事業と連携した

総合的な雨水対策、地区と期間を限定した整備（選択と集中）を重点的に実施する。 
また、雨水を流す対策のみならず、｢貯める｣ 、｢しみ込ませる｣ 対策である雨水貯留浸透施

設による流出抑制対策を推進する。おおむね５年に１回程度の大雨に対し浸水被害を解消し、

それを上回る豪雨については減災対策を推進する。 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
「選択と集中」、「河川部局等との連携」による浸水対策のさらなる推進 

       新たに５年に１度の大雨に対する浸水対策を推進する 
       新たに重点対策地区に対して浸水対策を推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

５年に１度の大雨に対する浸水対策が完了する排水区（H24末 １６５１）→１７２２排水区

重点対策地区に対して浸水対策が完了する排水区 （H24末  ６３）→７６排水区  ５年後の姿 

 
＊ここでの雨水対策は下水道事業にて整備すべき管渠等の施設を言う。 

＊中部地方全体の排水区数：5,503 排水区 ＊中部地方の下水道計画を持つ自治体数：145 市町村 

≪自助・共助による災害対策≫ 

⑧集中豪雨、東海・東南海地震に備えた安全で安心な地域構造の形成 
→東海豪雨を教訓として河川部局等の関連部局と連携した水害対応力の強化 
 

今後の 
方向性 

 
河川管理者、防災部局、都市計画部局や住宅部局等との連携を図りながら、住民等に対し、

地域における地形等の特性や過去の浸水履歴を踏まえて浸水や避難に関する情報を示した内

水ハザードマップを作成・公表するとともに、降雨情報や幹線水位情報などのリアルタイム情

報を提供することやなどソフト対策を推進する。 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
自助・共助を促進させるためのソフト対策の推進 

        
       内水ハザードマップの策定・公表を推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

  
内水ハザードマップを策定・公表する市町村  （H24末 ３１）→４６市町村  ５年後の姿 

 
＊中部地方の下水道計画を持つ自治体数：145 市町村 
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 今後の方向性の実現のための５箇年の重点施策、取り組み、「５年後の姿」 

【Ⅲ．安心で安全なまちづくり】 

≪地震対策≫ 

⑧集中豪雨、東海・東南海地震に備えた安全で安心な地域構造の形成 
→東海・東南海地震に備えた下水道施設の災害対応力の強化 
 

今後の 
方向性 

 
中部地方においては東海・東南海地震等の大規模地震の発生が懸念されており、沿岸部を中

心にほぼ全域が東海地震による地震防災対策強化地域に、内陸部は東南海・南海地震の地震防

災対策推進地域に指定されている。よって、中部地方においては、平成 21 年度に創設された

「下水道総合地震対策事業」を活用し、ハード整備と一体となったソフト対策を適切に組み合

わせた計画策定を推進させ、耐震診断と必要に応じて施設の耐震化を行うとともに、処理場間

ネットワーク化等の地震対策も推進する。これら対策実施対象になっている自治体全てについ

て順次対策を完了させていく。 
また、大規模地震や津波発生時にも速やかに下水道が果たすべき機能を確保できるよう下水

道ＢＣＰ計画の策定を推進し、５年後の下水道ＢＣＰ計画策定率１００％を目指す。 
 
 

≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
下水道の地震対策の推進 

        
       「下水道総合地震対策事業」に基づく対策を推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

  
「下水道総合地震対策事業」に基づく対策が完了する市町村（H24末 ８）→１９市町村 ５年後の姿 

 
＊中部地方の下水道計画を持つ自治体数：145 市町村 

＊地震防災対策強化地域若しくは地震防災対策推進地域対象の自治体数：のべ 188 市町村郡 

 

 

 
下水道の地震対策の推進 

        
       地震・津波対策を推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

  
「下水道ＢＣＰ計画」を策定する処理場  （H24末 ８８）→２３６処理場  ５年後の姿 

 

＊中部地方全体の処理場数：239 処理場 

※処理場については、今後の統廃合により処理場の全体数が減少する。（H28 末処理場数：236 処理場） 
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≪下水道管路施設の管理≫ 

⑨既存の下水道ストックの機能を持続させ、道路陥没事故等の未然防止による地域

の安全性を持続 
→耐震化事業と連携した計画的な改築・更新による道路機能の確保 

今後の 
方向性 

 
事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化を図るため、平成 20 年度に「下水道長

寿命化支援制度」が新規事業として創設された。当該事業は、下水道施設の健全度に関する点

検・調査結果に基づき「長寿命化対策」に関わる計画を策定するとともに、当該計画に基づき

長寿命化を含めた計画的な改築を行うものである。 
また、耐震化事業による管路施設の改築と連携し効率的に事業を展開する必要がある。 
中部地方においては、耐震化事業と連携した「長寿命化対策」に関わる計画の策定を推進さ

せ、効率的な施設の改築・更新を推進する。 
今後も継続的に長寿命化計画を策定し、計画的な改築・更新を実施していく。 
 

≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
老朽化した管路施設の効率的な改築・更新の推進 

        
       管路施設の「長寿命化対策」に係る計画の策定を推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

 管路施設の「長寿命化対策」に係る計画を策定する県市町村（H24末 ２２）→５１市町村 
（４排水区、１７処理区、４４処理分区）→１９排水区 →５５処理区 →７４処理分区  ５年後の姿 

 
＊中部地方の下水道計画を持つ自治体数：4県＋145 市町村（各県の流域下水道を含む） 
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 今後の方向性の実現のための５箇年の重点施策、取り組み、「５年後の姿」 

【Ⅳ.事業の継続性の確保】 

≪下水道施設の管理≫ 

⑩新たな社会ニーズにも応えられる持続可能な下水道の実現 
→計画的な延命化対策や改築・更新による下水道機能の継続的な確保 
 

今後の 
方向性 

 
新規整備に加え、施設の管理基準等をもとに、点検、診断、延命化を含めた維持補修・改築

更新（機能高度化を含む）などを定めたライフサイクルコストの最小化、平準化を念頭におい

た下水道施設の長寿命化計画など新たな事業計画を策定するとともに下水道台帳や改築・修繕

履歴等の電子化を図るなど下水道施設を適切に管理するストックマネジメントを推進する。併

せて、合流改善事業等の他施策と連携したストックマネジメントの効率的を図る。 
また、民間事業者の活用や技術の伝承等による効果的な維持管理の実施や、業績指標（ＰＩ）

等により、運転状況及び提供しているサービスの評価を行うとともに、これらの情報を住民等

に公開して、住民等との合意形成を踏まえたマネジメントの改善を継続的に実施していく。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
下水道ストックマネジメントの推進 

        
       下水道施設の長寿命化計画の策定を推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

 下水道施設の長寿命化を策定する県市町村   （H24末 ６９） →１０３市町村 
（８０処理場 １１８ポンプ場）   →１３８処理場 →２０３ポンプ場  ５年後の姿 

 
＊中部地方の下水道計画を持つ自治体数：4県＋145 市町村（各県の流域下水道を含む） 

≪下水道経営の健全化≫ 

⑩新たな社会ニーズにも応えられる持続可能な下水道の実現 
→計画的な延命化対策や改築・更新による下水道機能の継続的な確保 
 

今後の 
方向性 

 
将来の収支見通しを踏まえた中長期的な観点からの計画的な経営を実現するべく、経営指標

の改善目標等を含む経営計画を策定することを推進する。また、企業会計方式による財務諸表

等の作成・活用が有効であることを踏まえ、企業会計等も視野に入れ、経営の計画性・透明性

の向上を図る。 
経営の透明性を確保することで、下水道財政の健全化を具体化していく。 

 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
下水道経営の効率化 

       新たな下水道経営計画の策定を推進する 
       企業会計方式の導入を推進する 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 

 新たな下水道経営計画を策定する自治体         →１６自治体 
企業会計方式を導入する自治体    （H24末 ２２） →３５自治体  ５年後の姿 

 
＊中部地方の下水道計画を持つ自治体数：145 市町村 
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 今後の方向性の実現のための５箇年の重点施策、取り組み、「５年後の姿」 

【Ⅴ.地域住民との連携】 

≪住民との交流≫ 

⑪地域住民との連携を深め、下水道事業への住民の理解と積極的な参画を推進 
→地域住民と情報を共有し、地域住民の意見を事業に反映する仕組みを構築 
→下水道処理場等の施設空間を活用した環境学習を行うなど、下水道に関する理解

を深める取り組みを推進 

今後の 
方向性 

 
下水道は、身近な生活環境の改善から広域的な公共用水域の水質保全などの環境を守ること

を使命とする最も基本的な社会資本の１つと言える。厳しい財政状況の下、下水道が必要な整

備を行い、継続的にその機能を維持していくために、住民等の意見を事業に反映させ、「住民

参画」による地域一体となった事業を推進させる。また、下水道への加入・接続促進のために、

住民への地道な PR 活動（戸別訪問や各助成制度の広報活動）を行う。 
広報活動は、下水道自体の理解促進をより一層広めていくため、イベント時の活動だけでな

く計画的・継続的な広報活動を実施する。 
本ビジョンにおける検討委員会においても継続的にフォローアップし、より効果的な広報活

動に向けて改善を図っていく。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

 
住民参画への転換 

       さらなる地域住民への説明、啓蒙活動の推進 
住民の事業への参画（ＰＩなどの実施） 

       シンポジウムやワークショップの実施 
       下水道モニター制度の導入 
       計画的な環境学習を実施 

 ５箇年の 
重点施策 

 ５箇年の 
取り組み 
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 今後の方向性の実現のための５箇年の重点施策、取り組み、「５年後の姿」 

 

Ⅰ．快適な暮らしの実現に向けて 

◆下水道処理人口普及率    現状：66％ →５年後：70％ 

（中部地方の行政人口約 1,49０万人に対して、下水道を使用できる人数が現状では約 990 万

人、５年後には約 1,050 万人となる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．安全で安心なまちづくりに向けて 

◆浸水被害を解消する対策を実施する面積  約 2,4 千 ha（ナゴヤドーム約 488 個分相当） 

（目標とする整備面積 198 千 ha に対して整備済の面積が平成 24 年度末時点で約 98 千 ha

（整備率 49%）、５年後には約 101 千 ha（整備率 51%）となる。） 

※おおむね５年に１回程度の大雨への対策 

 

 

 

 

 

 

◆「下水道ＢＣＰ計画」を策定する処理場 平成 24 年度末：88 処理場→５年後：236 処理場 
（実施率 100%：全ての処理場で下水道ＢＣＰ計画（地震）を策定） 

岐阜県

三重県
愛知県

静岡県

岐阜県

三重県
愛知県

静岡県

５年後の姿 

（平成 28 年度末）

今後５箇年における増加量（％） 

(10％未満の増加地域が多い) 

現況 

（平成 23 年度末）
下水道人口普及率(%)

以上～90 100

以上～ 未満80 90

以上～ 未満70 80

以上～ 未満60 70

以上～ 未満50 60

以上～ 未満40 50

以上～ 未満30 40

以上～ 未満20 30

以上～ 未満10 20

　　　 ～ 未満 10

（ 下水道計画あり）0

（ 下水道計画なし）0

現在：98,000 ha

5年後：101,000 ha

目標整備面積：198,000 ha

下水道処理人口普及率増加（%)

＜50.0 

40.0 - 50.0

30.0 - 40.0

20.0 - 30.0

10.0 - 20.0

 0.0 - 10.0

0

岐阜県

三重県
愛知県

静岡県

下水道処理人口普及率増加（%)

＜50.0 

40.0 - 50.0

30.0 - 40.0

20.0 - 30.0

10.0 - 20.0

 0.0 - 10.0

0
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第5章 今後の方向性を実現するにあたっての課題及び留意事項 

 
≪地域特性を生かした生態系の保全と創造、さらなる下水再生水の利活用≫ 

地域特性を生かした生態系という観点より、今後は、水環境に関わる生態系を有している河川や  

湖沼等の他事業との連携が必要である。また、健全な水循環の構築を目指すためには、下水道事業

としては、ハード対策だけではなくソフト対策、河川や湖沼等の他事業及び住民との連携が必要で

ある。 
下水道によるバイパス効果の改善を図るなど、生態系を生かすために、その地域に求められる水

量・水質を満足する下水処理水（再生水）を提供することや下水処理水を用いたビオトープなどが

考えられる。本ビジョン作成のために行った PI（パブリック・インボルブメント）でも、下水再生

水利用は、下水道未普及地域の解消と並び７％以上の要望があった。今後は、他事業と連携して地

域特性に応じた生態系・水環境保全・創造に関するマスタープランを作成し、その中で下水道とし

ての役割を明確化する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本ビジョン作成のために行った PI（パブリック・インボルブメント）の結果 

（「下水道の課題及び推進すべき施策について」〔N=2874（回答者数 N=1070、重要だと思うものを 3 つまで選択）〕） 

 
 

≪地球温暖化の防止への貢献≫ 

下水道事業は自治体の事業活動に伴う温室効果ガス排出量の中でも大きな割合を占めているこ

とから、エネルギー消費量の低減、バイオガスなどの下水道資源の活用、下水汚泥の燃焼の高温化
＊等を率先して取り組む必要がある。 

今後は、下水道施設を活用した地域バイオマスの利活用の推進を図るため、下水汚泥と他のバイ

オマスを一体的に処理・有効利用する他事業と連携した広域的なバイオマス利活用計画を策定し、

下水汚泥の一層の利活用を図ることが必要である。 
将来的には、民間ノウハウを最大限活用し、地域の資源・エネルギー循環の形成を推進するため、

PFI 事業の導入など民間事業者による取り組みの促進、新技術の迅速な開発・導入を検討していく

必要がある。 
＊二酸化炭素の 310 倍の温室効果をもつ一酸化二窒素対策には、通常の焼却温度 800℃より高い 850℃での高温焼却化が効果的

であるため、これまでに建設された汚泥焼却炉を高温焼却化へ取り組むことが必要である。 

 

①都市の浸水対策
10.1%

②下水道施設の

耐震対策、地震対策
18.6%

③処理水の再利用
7.1%

④合流式下水道の改善
3.0%

⑤高度処理の推進
4.4%

⑥下水汚泥の再利用
4.3%

⑦水道水源の水質保全
9.2%

⑧地球温暖化対策
4.6%

⑨下水道の普及
7.5%

⑩下水道の接続率の向上
2.1%

⑪浄化槽処理との連携
2.5%

⑫下水道施設の計画的な管理運営
3.3%

⑬汚泥処理のコスト削減と効率化
5.3%

⑭経営の健全化
4.2%

⑮技術と人員の確保
1.9%

⑯財政問題（税収低下への対応）
3.7%

⑰人口減少社会への対応
2.9%

⑱住民の理解促進
5.3%
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≪実情に応じた下水道事業の展開≫ 

地方自治体の財政状況の悪化や行政人口が減少に転じるなど、下水道事業を取り巻く環境が厳し

い状況にある中、これらの社会情勢を踏まえた実情に応じた下水道事業を展開することを目的に、

今後は、下水道計画及び各県の汚水処理都道府県構想を見直すことも念頭に置き、事業を効率的に

推進させる必要がある。 
 
≪住民への協力要請≫ 

家庭からの水を少しでもきれいにしてから下水道に流すなど「下水道を守るために地域住民がで

きること」を心がけてもらう、「下水道は地域住民の皆様の財産であること」を理解してもらう等、

ソフト対策として住民協力が必要である。 
今後は、地域住民の協力を促進させるための広報活動や情報提供に対しても積極的に進める必要

がある。 
 

 
第 18 回 あいち下水道フェア 展示パネル （財）愛知水と緑の公社 

 

 


